
新メニュー「再エネ・省エネ推進」のご案内について 
（東京都政策課題対応型商店街事業） 

 
2030年のカーボンハーフ実現に向けて、再生可能エネルギー活用を推進するとともに、

省エネルギー対策を実施する商店街を支援いたします。 

１ 対象者 

 都内商店街 

２ 補助要件及び対象経費 

 再生可能エネルギー活用（１）を推進する商店街に対し、省エネルギー対策（２）の 

取組に要する経費を補助 

【補助要件となる取組】 

（１）再生可能エネルギー活用 

①ソーラーパネル等の設置 

◆街路灯・アーチ・アーケードに１基(枚)以上ソーラーパネルや風

力発電設備を設置(ソーラー・ハイブリッド型街路灯の設置含む) 

※既に保有する街路灯の 20％を占める本数以上、又はアーケード

の消費電力の 20％以上を発電できる分を設置済みの場合は要

件を満たしたものとします。 

➁再生可能エネルギー電力への切替え 
◆街路灯・アーチ・アーケードの消費電力の 20％以上を再生可能

エネルギー電力へ切替え 

③環境価値証書

の購入 

(A)グリーン電力証書 
◆街路灯・アーチ・アーケードの消費電力の 20％以上かつ５年分

以上を購入 

(B)J-クレジット 
◆街路灯・アーチ・アーケードの CO２排出量の 40％以上かつ５

年分以上を購入 

【補助対象となる取組】 

（２）省エネルギー対策 

①アーチの LED化 水銀灯・蛍光灯等からＬＥＤランプへの交換に要する経費 

➁LEDランプの交換 

街路灯・アーチ・アーケードの既存 LEDランプから以下の両方を満たす新たな

LEDランプへの交換に要する経費 

◆消費電力（Ｗ）15％以上削減 

◆発光効率（ｌｍ／Ｗ）15％以上向上 

※（１）①については、設置に要する経費も補助対象となります。 

 ※上記取組を行う前に専門家を派遣（無料）いたします。 

※（１）を実施した翌年度に（２）の補助金交付申請を行うことも可能です。 

３ 補助率 

 補助対象経費の 5分の 4以内（補助限度額は１億２,000 万円） 

４ 今後のスケジュール 

 ４月に説明会を開催する予定です。説明会の詳細につきましては、別添チラシをご参照ください。

説明会にて、申請方法等の制度の詳細についてご案内いたします。 

ます。なお、今年度の（２）の補助金交付申請受付期間は、6 月から８月頃を予定しております。 

 ※募集要項及び申請書類・様式については、下記の東京都産業労働局のホームページ（魅力ある商店街 

づくりに関すること）に４月の説明会後に掲載いたします。 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/ 

 

 
《問い合わせ先》 

東京都産業労働局商工部地域産業振興課 
  電話 ０３－５３２０－４７８７  

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/


 

令和４年度東京都政策課題対応型商店街事業 
新メニュー（再エネ・省エネ推進）説明会の御案内 

 

事業概要 

2030 年のカーボンハーフ実現に向けて、再生可能エネルギー活用を推進するとともに、省エ

ネルギー対策を実施する商店街を支援するため、令和４年度より新メニューを実施いたします。 

※ 概要は別添チラシを御参照ください。 
 

事業説明会 

◆ 説明会を以下の日程で開催します。同一内容ですので、いずれか１回、御参加ください。 
 開 催 日 時  間 場  所 

第１回 令和４年４月 15 日(金) 15:00～16:30 
大会議場 

（東京都庁第一本庁舎 5 階） 
第２回 令和４年４月 20 日(水) 10:00～11:３0 

★受付：開始 30 分前から 

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大を鑑み、参加人数を制限して実施いたします。 

 このため各回先着 200 名程度とさせていただきます。 

◆新メニューの申請にあたり、説明会の参加は必須ではありません。 

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に応じて、説明会の中止や実施方法を変更する場合 

がございます。その場合には、決まり次第ご連絡いたします。 

 

参加対象者 

◆ 別添チラシ記載の取組を検討している都内商店街関係者 

◆ 会場の都合により、１商店街につき参加人数は１名までとさせていただきます。 
 

申込方法 

◆メールアドレスにて受け付けます。必要事項を御記載の上、メールの送信をお願いします。 

S0000482@section.metro.tokyo.jp 

（東京都産業労働局商工部地域産業振興課メールアドレス） 

〇メール件名：「再エネ省エネ説明会参加申込（○○商店街）」※○○には商店街名を入力 

〇必要事項（メール本文にご記載ください。） 

   ① 商店街名(通称名ではなく、定款・会則上の正式名称を記載) / ➁ 区市町村名 

   ③ 参加者氏名 / ④ 参加希望回 / ⑤ 連絡用の電話番号(市外局番から入力) 

※後日、参加の可否、参加回及び当日の御案内を御送信いただいたメールアドレスに御連絡いたします。 

◆メールが難しい場合は、下記問い合わせ先にお電話ください。 

※なるべくメールにて申し込みをお願いします。 

◆ 申込期限  令和４年 4 月 13 日（水）１７：００ 

(期限以降は、空きがある場合にのみ前日までお電話で受け付けいたします。） 

 

 

※本事業は、令和４年度歳入歳出予算が令和４年３月３１日までに都議会で可決された場合に実施します。 

〔問い合わせ〕 
 東京都産業労働局商工部地域産業振興課商店街振興担当 
 電話 ０３（５３２０）４７８７（直） 
 〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿２－８－１都庁第一本庁舎２０階北側 



 

 

 

     

 

 

（最寄り駅等） 

１．「JR 新宿駅」「小田急新宿駅」「京王新宿駅」（徒歩約 10 分）  

２．都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」 

３．新宿駅西口（地下バスのりば）から都営バス又は京王バス（都庁循環） 

「都庁第一本庁舎」下車  

４．JR 新宿駅西口『新宿駅西口』バス停から『西新宿・都庁本庁舎方面』行き

の新宿 WE バス乗車、『都庁本庁舎』下車 

 

（セキュリティの強化） 

 東京都では、本庁舎のセキュリティ強化策を本格的に講じるため、セキュリテ

ィゲートの設置と受付の運用を行っております。 

会場案内図（都庁第一本庁舎 5階 大会議場） 

第一本庁舎にて北側（N）の Ｃ のエレベーターをご利用下さい。 

 

会場 

東京都庁第一本庁舎 

５階 大会議場 

18 時 45 分

までの入口

はこちら側

になります

（1 階） 

18 時 45 分

以降の入口

はこちら側

になります

（1 階） 


